
情報科ご担当先生
令和元年 12 月

数研出版株式会社

令和元年度用高等学校教科書「高等学校 社会と情報／社情 305」
記述の更新等に関するお知らせ

常日頃は弊社書籍をお使いいただき，厚く御礼申し上げます。
下記の 2点につきまして，文部科学省に記述の更新・変更の申請を行い承認されましたので，令和 2年度供
給の教科書より，記述を更新・変更いたします。
　①著作権法が改定されたことを受けまして，記述を更新しました。
　②日本工業規格の名称が日本産業規格に変更されたことを受けまして，記述を更新しました。
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58 第1編　●情報社会と情報モラル

　知的財産権は，文化や産業の発展を考慮して，その保護期間が決
められている

❶
。著作権は，著作者の死後50年（共同著作物は，最後に

死亡した著作者の死後50年，法人は公表後50年，映画は公表後70
年）を経過するまでの間，権利が保護される。特許権は，出願から20
年後までの間権利が保護される。したがって，その期間を過ぎれば，
だれでも自由に利用できるようになる。

　著作者がもつ権利としての著作権には，著作権（財産権）と著作者
人格権とがある。著作権（財産権）は，著作者の金銭的な利益を守る
ための権利

❷
であり，著作者人格権は，著作者が著作物をどのように

するかという意思や著作者の名誉を守るための権利である。著作権
法では，著作者人格権として公表権，氏名表示権，同

どう

一
いつ

性
せい

保
ほ

持
じ

権
けん

とい
う3つの権利を定めている（表1）。このほか，著作者の名誉を害する
ような著作物の利用は，著作者人格権を侵害する行為とみなされる。

　自分で買った本やCD，DVDなどを，自分だけで使うためにコピー
することは許されている

❸
が，コピーしたものを友だちに貸したり，あ

げたりすると，著作権の侵害になる。
　また，本やインターネットで公開されている文章やイラストを，
勝手に自分のウェブページで発信したり

❹
，許可なく一部を改変して

公表するのも著作権の侵害になる
❺
。

◆表1　著作者人格権

① 公表権

③ 同一性保持権

著作物を公表するかしないか，公表するとすればどのよう
に公表するかを決める権利。

著作物の改変，変更，切除などを認めない権利。たとえば，
著作権者に無断で，かえ歌をつくるなどの行為は，同一性
保持権違反となる。

② 氏名表示権 著作物に氏名を表示するかしないか，表示する場合に本名
を表示するかペンネームを表示するかなどを決める権利。

知的財産権の保護期間7

著作権（財産権）と著作者人格権8

身近な著作権の侵害9

❶保護期間が長すぎると，
新たな創作活動や産業技術
の発展が阻害される可能性
がある。

❷著作権（財産権）には，複
製権，貸与権，公衆送信権，
上映権，上演権，翻訳権，
譲渡権，頒布権，展示権な
どがある。

❸著作権（財産権）の複製権
に関して，私的使用の場合
には複製できるなど，一部
に制限が加えられている。

❹作者にことわらずに，イ
ンターネットで公開すると
公衆送信権などに抵

てい
触
しょく
する。

❺無断で改変するのは，同
一性保持権に抵触する。受
けとったメールを勝手に公
表したり，公表していない
著作物や著作者の氏名を公
表するのは，公表権と氏名
表示権に抵触する。

★トリミングお願いします ★トリミングお願いします

著作権
（著作者がもつ権利）

著作者人格権

著作権
（財産権）

◆図3　同一性保持権が
問題になった事件

◆図2　著作者がもつ権利
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76 第 2 編 　 ●ディジタル情報と情報の活用

　コンピュータで文字を表すには，文字ごとに数値をわりあて，そ
の数値で文字を区別するという方法が用いられている。このように
文字にわりあてられる数値を文字コードという。
　電子メール，ウェブページ，ワープロなどで情報をやりとりすると
き，どの文字にどの数値をわりあてるかがばらばらだと文章が読め
なくなってしまう。そのため，いくつかの標準的な文字コードの体
系が決められ，利用されている

❶
。

　表 4 に，標準的な文字コードの一例として，日本工業規格（J
ジ ス

IS）
で定められたJIS X0201 という日本語文字コードを示す。この文字
コードの左半分（先頭のビットが 0 のコードの部分）は，A

ア ス キ ー

SCIIコー
ド
❷
（ASCII）とよばれる文字コードで，古くから英字や数字を表すの

に用いられてきた。表 4 の右半分は，日本語のカタカナなどを表す
のに用いられている。
　文字を並べるときは，文字コードを並べて表す。たとえば，「CAT」
という文字列を，表 4 の文字コードで表すときには，01000011（2）, 
01000001（2）, 01010100（2）と，3 つの文字コードを並べて表す。

❶文字コードの体系が異な
れば，同じ文字でもそのコー
ドは異なり，また，同じコー
ドで，異なる文字を表すこ
とになる。文字化けは，異
なる文字コードの体系で文
字を表示させようとしたと
き，本来の文字とは異なる

（結果として意味不明な）文
字が表示されてしまうこと
をいう。

❷ASCIIコードは，現在，国
際標準化機構（ISO：
International Organization 
for Standardization）がISO 
646として規定している。

❸表4の中のコンピュータを
制御するための文字コード
には，改行や文字消去，タ
ブなどが含まれる。

◆表4　JIS X0201文字コード

文字コード1

C 文字のディジタル表現

表 4 をもとにして，loveという文字列をJIS X0201 文字コードで表してみよう。

自分の名前をカタカナで表す場合はどうなるか。⑴と同様に，JIS X0201 文字コードで表し
てみよう。

⑴

⑵

Exercise

上位
下位

0000
0

0010
2

0011
3

0100
4

0101
5

0110
6

0111
7

1000
8

1001
9

1010
A

1011
B

1100
C

1101
D

1110
E

1111
F

未
定
義

未
定
義

未
定
義

未
定
義

。
「
」

・
ヲ
ア
イ
ウ
エ
オ
ヤ
ユ
ヨ
ツ

̶ タ ミ
ム
メ
モ
ヤ
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ヨ
ラ
リ
ル
レ
ロ
ワ
ン

。

ア チ
イ ツ
ウ テ
エ ト
オ ナ
カ ニ
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ケ ノ
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ス ヘ
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、

ソ マ
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x
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z
{
｜
}
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DEL
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!

“
#
$
%
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‘
(
)
*
+
,

－
.
/

0000 0
0001 1
0010 2
0011 3
0100 4
0101 5
0110 6
0111 7
1000 8
1001 9
1010 A
1011 B
1100 C
1101 D
1110 E
1111 F

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
制
御
す
る
た
め
に

使
わ
れ
る
記
号（
省
略
）

未定義

❸

Japanese Industrial Standards

American Standard Code for Information Interchange
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　著作隣接権とは，著作物の公衆への伝達に重要な役割を
はたしている者（実演家，レコード製作者，放送事業者及
び有線放送事業者）に与えられる権利である。
　著作隣接権は，実演，レコードへの固定，放送または有
線放送を行った時点で発生する（無方式主義）。

貸与権，放送二次使用料を受ける権利，貸レコードについ
て報酬を受ける権利は，実演家の権利と同じ。

種類

私的使用のため
の複製
（第30条）

図書館等におけ
る複製等
（第31条）

引用（第32条）

学校教育番組の
放送等
（第34条）

試験問題とし
ての複製等
（第36条）

視覚障害者等の
ための複製等
（第37条）

営利を目的とし
ない上演等
（第38条）

プログラムの著
作物の複製物の
所有者による複
製等
（第47条の3）

録音権・録画権
（91条）

複製権（96条）

送信可能化権
（96条の2）

譲渡権
（97条の2）

放送権・有線放
送権（92条）

送信可能化権
（92条の2）

譲渡権
（95条の2）

貸与権
（95条の3）

放送二次使用料
を受ける権利
（95条）

貸レコードについ
て報酬を受ける
権利（95条の3）

無名・変名
（周知の変名は
除く）の著作物

映画の著作物

著作隣接権

著作者の権利の発生及び保護期間 著作物が自由に使える場合

注）引用における注意事項

著作隣接権❸

実演家の著作隣接権の具体例

レコード製作者の著作隣接権

保護期間
家庭など限られた範囲内で使用する場合
には，著作物を複製することができる。な
お，ディジタル方式の録音・録画機器等を
用いて著作物を複製する場合には，著作
権者に対し補償金の支払いが必要となる。

政令（施行令1条の3）で認められた図書
館に限り，一定の条件の下に，利用者に
提供するための複製，保存のための複製
等を行うことができる。

公正な慣行に合致すること，引用の目的
上，正当な範囲内で行われることを条件
とし，自分の著作物に他人の著作物を引
用して利用することができる注。

学校教育の目的上必要と認められる限度で
学校教育番組において著作物を放送するこ
とができる。また，学校教育番組用の教材に
著作物を掲載することができる。ただし，いず
れの場合にも著作者への通知と著作権者へ
の補償金の支払いが必要となる。

入学試験や採用試験などの問題として
著作物を複製できる。ただし，営利目
的の模擬試験などのための複製の場合
には，著作権者への補償金の支払いが
必要となる。

点字によって複製することができる。また，
点字図書館や盲学校の図書室など一定の
施設では，もっぱら視覚障害者向けに文字
を音声化するなどの複製ができる。

① 営利を目的とせず，観客から料金を取
らない場合は，公表された著作物を上演・
演奏・上映・口述することができる。ただし，
出演者などに報酬を支払う場合は許諾が
必要となる。②営利を目的とせず，貸与を
受け取るものから料金を取らない場合は，
CDなど公表された著作物の複製物を貸
与することができる。ただし，ビデオなど映
画の著作物の貸与については，政令（施
行令2条の3）で定められた視聴覚ライブ
ラリー等に限られ，さらに，著作権者に補
償金の支払いが必要となる。

プログラムの所有者は，自ら電子計算機
で利用するために必要と認められる限度
でプログラムを複製，翻案することができ
る。

自分の実演を録音・録画する権利

レコードを複製する権利

レコードを端末からのアクセスに応じ自
動的に公衆に送信し得る状態に置く権利

レコードの複製物を公衆に譲渡する権利
（いったん適法に譲渡されたレコードの
複製物のその後の譲渡には，譲渡権が
及ばない）

自分の実演を放送・有線放送する権利

自分の実演を端末からのアクセスに応じ自
動的に公衆に送信し得る状態に置く権利

自分の実演の録音物または録画物を公
衆に譲渡する権利（いったん適法に譲渡
された実演の録音物または録画物のその
後の譲渡には，譲渡権が及ばない）

商業用レコード（市販用CD）を貸与する
権利（最初の販売後1年のみ）

商業用レコードが放送・有線放送で使
用された場合の使用料を放送事業者・
有線放送事業者から受ける権利

貸レコード業者から報酬を受ける権利
（貸与権消滅後49年間）

公表後50年（死後50年経過が明らかで
あれば，その時点まで）

公表後70年（創作後70年以内に公表さ
れなかったときは，創作後70年）
実演，レコードへの固定，放送または有線
放送が行われたときから50年

　著作権の保護期間は，原則として著作者の生存期間およ
びその死後50年間である。しかし，以下のような例外がある。

　以下のような場合には，著作権が制限され，著作物を許
諾なしに利用することができる。しかしどの場合も，著作
権者の利益を不当に侵害しないように注意する必要がある。

（1）他人の著作物を引用する必然性があること。
（2）かぎかっこをつけるなど，自分の著作物と引用部分とが
  区別されていること。
（3）自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること
  （自分の著作物が主体）。
（4）出所の明示がなされていること。（第48条）
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　著作隣接権とは，著作物の公衆への伝達に重要な役割を
はたしている者（実演家，レコード製作者，放送事業者及
び有線放送事業者）に与えられる権利である。
　著作隣接権は，実演，レコードへの固定，放送または有
線放送を行った時点で発生する（無方式主義）。

貸与権，放送二次使用料を受ける権利，貸レコードについ
て報酬を受ける権利は，実演家の権利と同じ。

種類

私的使用のため
の複製
（第30条）

図書館等におけ
る複製等
（第31条）

引用（第32条）

学校教育番組の
放送等
（第34条）

試験問題とし
ての複製等
（第36条）

視覚障害者等の
ための複製等
（第37条）

営利を目的とし
ない上演等
（第38条）

プログラムの著
作物の複製物の
所有者による複
製等
（第47条の3）

録音権・録画権
（91条）

複製権（96条）

送信可能化権
（96条の2）

譲渡権
（97条の2）

放送権・有線放
送権（92条）

送信可能化権
（92条の2）

譲渡権
（95条の2）

貸与権
（95条の3）

放送二次使用料
を受ける権利
（95条）

貸レコードについ
て報酬を受ける
権利（95条の3）

無名・変名
（周知の変名は
除く）の著作物

映画の著作物

著作隣接権

著作者の権利の発生及び保護期間 著作物が自由に使える場合

注）引用における注意事項

著作隣接権❸

実演家の著作隣接権の具体例

レコード製作者の著作隣接権

保護期間
家庭など限られた範囲内で使用する場合
には，著作物を複製することができる。な
お，ディジタル方式の録音・録画機器等を
用いて著作物を複製する場合には，著作
権者に対し補償金の支払いが必要となる。

政令（施行令1条の3）で認められた図書
館に限り，一定の条件の下に，利用者に
提供するための複製，保存のための複製
等を行うことができる。

公正な慣行に合致すること，引用の目的
上，正当な範囲内で行われることを条件
とし，自分の著作物に他人の著作物を引
用して利用することができる注。

学校教育の目的上必要と認められる限度で
学校教育番組において著作物を放送するこ
とができる。また，学校教育番組用の教材に
著作物を掲載することができる。ただし，いず
れの場合にも著作者への通知と著作権者へ
の補償金の支払いが必要となる。

入学試験や採用試験などの問題として
著作物を複製できる。ただし，営利目
的の模擬試験などのための複製の場合
には，著作権者への補償金の支払いが
必要となる。

点字によって複製することができる。また，
点字図書館や盲学校の図書室など一定の
施設では，もっぱら視覚障害者向けに文字
を音声化するなどの複製ができる。

① 営利を目的とせず，観客から料金を取
らない場合は，公表された著作物を上演・
演奏・上映・口述することができる。ただし，
出演者などに報酬を支払う場合は許諾が
必要となる。②営利を目的とせず，貸与を
受け取るものから料金を取らない場合は，
CDなど公表された著作物の複製物を貸
与することができる。ただし，ビデオなど映
画の著作物の貸与については，政令（施
行令2条の3）で定められた視聴覚ライブ
ラリー等に限られ，さらに，著作権者に補
償金の支払いが必要となる。

プログラムの所有者は，自ら電子計算機
で実行するために必要と認められる限度
でプログラムを複製することができる。

自分の実演を録音・録画する権利

レコードを複製する権利

レコードを端末からのアクセスに応じ自
動的に公衆に送信し得る状態に置く権利

レコードの複製物を公衆に譲渡する権利
（いったん適法に譲渡されたレコードの
複製物のその後の譲渡には，譲渡権が
及ばない）

自分の実演を放送・有線放送する権利

自分の実演を端末からのアクセスに応じ自
動的に公衆に送信し得る状態に置く権利

自分の実演の録音物または録画物を公
衆に譲渡する権利（いったん適法に譲渡
された実演の録音物または録画物のその
後の譲渡には，譲渡権が及ばない）

商業用レコード（市販用CD）を貸与する
権利（最初の販売後1年のみ）

商業用レコードが放送・有線放送で使
用された場合の使用料を放送事業者・
有線放送事業者から受ける権利

貸レコード業者から報酬を受ける権利
（貸与権消滅後49年間）

公表後70年（死後70年経過が明らかで
あれば，その時点まで）

公表後70年（創作後70年以内に公表さ
れなかったときは，創作後70年）

実演，レコードの発行が行われたときか
ら70年，放送または有線放送が行われ
たときから50年

　著作権の保護期間は，原則として著作者の生存期間およ
びその死後70年間である。しかし，以下のような例外がある。

　以下のような場合には，著作権が制限され，著作物を許
諾なしに利用することができる。しかしどの場合も，著作
権者の利益を不当に侵害しないように注意する必要がある。

（1）他人の著作物を引用する必然性があること。
（2）かぎかっこをつけるなど，自分の著作物と引用部分とが
  区別されていること。
（3）自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること
  （自分の著作物が主体）。
（4）出所の明示がなされていること。（第48条）
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　著作隣接権とは，著作物の公衆への伝達に重要な役割を
はたしている者（実演家，レコード製作者，放送事業者及
び有線放送事業者）に与えられる権利である。
　著作隣接権は，実演，レコードへの固定，放送または有
線放送を行った時点で発生する（無方式主義）。

貸与権，放送二次使用料を受ける権利，貸レコードについ
て報酬を受ける権利は，実演家の権利と同じ。

種類

私的使用のため
の複製
（第30条）

図書館等におけ
る複製等
（第31条）

引用（第32条）

学校教育番組の
放送等
（第34条）

試験問題とし
ての複製等
（第36条）

視覚障害者等の
ための複製等
（第37条）

営利を目的とし
ない上演等
（第38条）

プログラムの著
作物の複製物の
所有者による複
製等
（第47条の3）

録音権・録画権
（91条）

複製権（96条）

送信可能化権
（96条の2）

譲渡権
（97条の2）

放送権・有線放
送権（92条）

送信可能化権
（92条の2）

譲渡権
（95条の2）

貸与権
（95条の3）

放送二次使用料
を受ける権利
（95条）

貸レコードについ
て報酬を受ける
権利（95条の3）

無名・変名
（周知の変名は
除く）の著作物

映画の著作物

著作隣接権

著作者の権利の発生及び保護期間 著作物が自由に使える場合

注）引用における注意事項

著作隣接権❸

実演家の著作隣接権の具体例

レコード製作者の著作隣接権

保護期間
家庭など限られた範囲内で使用する場合
には，著作物を複製することができる。な
お，ディジタル方式の録音・録画機器等を
用いて著作物を複製する場合には，著作
権者に対し補償金の支払いが必要となる。

政令（施行令1条の3）で認められた図書
館に限り，一定の条件の下に，利用者に
提供するための複製，保存のための複製
等を行うことができる。

公正な慣行に合致すること，引用の目的
上，正当な範囲内で行われることを条件
とし，自分の著作物に他人の著作物を引
用して利用することができる注。

学校教育の目的上必要と認められる限度で
学校教育番組において著作物を放送するこ
とができる。また，学校教育番組用の教材に
著作物を掲載することができる。ただし，いず
れの場合にも著作者への通知と著作権者へ
の補償金の支払いが必要となる。

入学試験や採用試験などの問題として
著作物を複製できる。ただし，営利目
的の模擬試験などのための複製の場合
には，著作権者への補償金の支払いが
必要となる。

点字によって複製することができる。また，
点字図書館や盲学校の図書室など一定の
施設では，もっぱら視覚障害者向けに文字
を音声化するなどの複製ができる。

① 営利を目的とせず，観客から料金を取
らない場合は，公表された著作物を上演・
演奏・上映・口述することができる。ただし，
出演者などに報酬を支払う場合は許諾が
必要となる。②営利を目的とせず，貸与を
受け取るものから料金を取らない場合は，
CDなど公表された著作物の複製物を貸
与することができる。ただし，ビデオなど映
画の著作物の貸与については，政令（施
行令2条の3）で定められた視聴覚ライブ
ラリー等に限られ，さらに，著作権者に補
償金の支払いが必要となる。

プログラムの所有者は，自ら電子計算機
で利用するために必要と認められる限度
でプログラムを複製，翻案することができ
る。

自分の実演を録音・録画する権利

レコードを複製する権利

レコードを端末からのアクセスに応じ自
動的に公衆に送信し得る状態に置く権利

レコードの複製物を公衆に譲渡する権利
（いったん適法に譲渡されたレコードの
複製物のその後の譲渡には，譲渡権が
及ばない）

自分の実演を放送・有線放送する権利

自分の実演を端末からのアクセスに応じ自
動的に公衆に送信し得る状態に置く権利

自分の実演の録音物または録画物を公
衆に譲渡する権利（いったん適法に譲渡
された実演の録音物または録画物のその
後の譲渡には，譲渡権が及ばない）

商業用レコード（市販用CD）を貸与する
権利（最初の販売後1年のみ）

商業用レコードが放送・有線放送で使
用された場合の使用料を放送事業者・
有線放送事業者から受ける権利

貸レコード業者から報酬を受ける権利
（貸与権消滅後49年間）

公表後50年（死後50年経過が明らかで
あれば，その時点まで）

公表後70年（創作後70年以内に公表さ
れなかったときは，創作後70年）
実演，レコードへの固定，放送または有線
放送が行われたときから50年

　著作権の保護期間は，原則として著作者の生存期間およ
びその死後50年間である。しかし，以下のような例外がある。

　以下のような場合には，著作権が制限され，著作物を許
諾なしに利用することができる。しかしどの場合も，著作
権者の利益を不当に侵害しないように注意する必要がある。

（1）他人の著作物を引用する必然性があること。
（2）かぎかっこをつけるなど，自分の著作物と引用部分とが
  区別されていること。
（3）自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること
  （自分の著作物が主体）。
（4）出所の明示がなされていること。（第48条）
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　著作隣接権とは，著作物の公衆への伝達に重要な役割を
はたしている者（実演家，レコード製作者，放送事業者及
び有線放送事業者）に与えられる権利である。
　著作隣接権は，実演，レコードへの固定，放送または有
線放送を行った時点で発生する（無方式主義）。

貸与権，放送二次使用料を受ける権利，貸レコードについ
て報酬を受ける権利は，実演家の権利と同じ。

種類

私的使用のため
の複製
（第30条）

図書館等におけ
る複製等
（第31条）

引用（第32条）

学校教育番組の
放送等
（第34条）

試験問題とし
ての複製等
（第36条）

視覚障害者等の
ための複製等
（第37条）

営利を目的とし
ない上演等
（第38条）

プログラムの著
作物の複製物の
所有者による複
製等
（第47条の3）

録音権・録画権
（91条）

複製権（96条）

送信可能化権
（96条の2）

譲渡権
（97条の2）

放送権・有線放
送権（92条）

送信可能化権
（92条の2）

譲渡権
（95条の2）

貸与権
（95条の3）

放送二次使用料
を受ける権利
（95条）

貸レコードについ
て報酬を受ける
権利（95条の3）

無名・変名
（周知の変名は
除く）の著作物

映画の著作物

著作隣接権

著作者の権利の発生及び保護期間 著作物が自由に使える場合

注）引用における注意事項

著作隣接権❸

実演家の著作隣接権の具体例

レコード製作者の著作隣接権

保護期間
家庭など限られた範囲内で使用する場合
には，著作物を複製することができる。な
お，ディジタル方式の録音・録画機器等を
用いて著作物を複製する場合には，著作
権者に対し補償金の支払いが必要となる。

政令（施行令1条の3）で認められた図書
館に限り，一定の条件の下に，利用者に
提供するための複製，保存のための複製
等を行うことができる。

公正な慣行に合致すること，引用の目的
上，正当な範囲内で行われることを条件
とし，自分の著作物に他人の著作物を引
用して利用することができる注。

学校教育の目的上必要と認められる限度で
学校教育番組において著作物を放送するこ
とができる。また，学校教育番組用の教材に
著作物を掲載することができる。ただし，いず
れの場合にも著作者への通知と著作権者へ
の補償金の支払いが必要となる。

入学試験や採用試験などの問題として
著作物を複製できる。ただし，営利目
的の模擬試験などのための複製の場合
には，著作権者への補償金の支払いが
必要となる。

点字によって複製することができる。また，
点字図書館や盲学校の図書室など一定の
施設では，もっぱら視覚障害者向けに文字
を音声化するなどの複製ができる。

① 営利を目的とせず，観客から料金を取
らない場合は，公表された著作物を上演・
演奏・上映・口述することができる。ただし，
出演者などに報酬を支払う場合は許諾が
必要となる。②営利を目的とせず，貸与を
受け取るものから料金を取らない場合は，
CDなど公表された著作物の複製物を貸
与することができる。ただし，ビデオなど映
画の著作物の貸与については，政令（施
行令2条の3）で定められた視聴覚ライブ
ラリー等に限られ，さらに，著作権者に補
償金の支払いが必要となる。

プログラムの所有者は，自ら電子計算機
で実行するために必要と認められる限度
でプログラムを複製することができる。

自分の実演を録音・録画する権利

レコードを複製する権利

レコードを端末からのアクセスに応じ自
動的に公衆に送信し得る状態に置く権利

レコードの複製物を公衆に譲渡する権利
（いったん適法に譲渡されたレコードの
複製物のその後の譲渡には，譲渡権が
及ばない）

自分の実演を放送・有線放送する権利

自分の実演を端末からのアクセスに応じ自
動的に公衆に送信し得る状態に置く権利

自分の実演の録音物または録画物を公
衆に譲渡する権利（いったん適法に譲渡
された実演の録音物または録画物のその
後の譲渡には，譲渡権が及ばない）

商業用レコード（市販用CD）を貸与する
権利（最初の販売後1年のみ）

商業用レコードが放送・有線放送で使
用された場合の使用料を放送事業者・
有線放送事業者から受ける権利

貸レコード業者から報酬を受ける権利
（貸与権消滅後49年間）

公表後70年（死後70年経過が明らかで
あれば，その時点まで）

公表後70年（創作後70年以内に公表さ
れなかったときは，創作後70年）

実演，レコードの発行が行われたときか
ら70年，放送または有線放送が行われ
たときから50年

　著作権の保護期間は，原則として著作者の生存期間およ
びその死後70年間である。しかし，以下のような例外がある。

　以下のような場合には，著作権が制限され，著作物を許
諾なしに利用することができる。しかしどの場合も，著作
権者の利益を不当に侵害しないように注意する必要がある。

（1）他人の著作物を引用する必然性があること。
（2）かぎかっこをつけるなど，自分の著作物と引用部分とが
  区別されていること。
（3）自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること
  （自分の著作物が主体）。
（4）出所の明示がなされていること。（第48条）
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第一条　この法律は，著作物並びに実演，レコード，放送
及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する
権利を定め，これらの文化的所産の公正な利用に留意し
つつ，著作者等の権利の保護を図り，もつて文化の発展
に寄与することを目的とする。

第二条　この法律において，次の各号に掲げる用語の意義
は，当該各号に定めるところによる。 
一　著作物　思想又は感情を創作的に表現したもので

あつて，文芸，学術，美術又は音楽の範囲に属するも
のをいう。 

二　著作者　著作物を創作する者をいう。 

第十条　この法律にいう著作物を例示すると，おおむね次
のとおりである。
一　小説，脚本，論文，講演その他の言語の著作物
二　音楽の著作物
三　舞踊又は無言劇の著作物
四　絵画，版画，彫刻その他の美術の著作物
五　建築の著作物
六　地図又は学術的な性質を有する図面，図表，模型

その他の図形の著作物
七　映画の著作物
八　写真の著作物
九　プログラムの著作物

２　事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は，前項第
一号に掲げる著作物に該当しない。

３　第一項第九号に掲げる著作物に対するこの法律による
保護は，その著作物を作成するために用いるプログラム
言語，規約及び解法に及ばない。この場合において，こ
れらの用語の意義は，次の各号に定めるところによる。
一　プログラム言語　プログラムを表現する手段とし

ての文字その他の記号及びその体系をいう。
二　規約　特定のプログラムにおける前号のプログラ

ム言語の用法についての特別の約束をいう。
三　解法　プログラムにおける電子計算機に対する指

令の組合せの方法をいう。

第三十条　著作権の目的となつている著作物（以下この款
において単に「著作物」という。）は，個人的に又は家
庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用

著作権法
公布 昭和 45 年 5 月 6 日／改正 平成 24 年 6 月 27 日
※著作権法は頻繁に改正されるため，最新の条文はイ
ンターネットなどで確認するとよい。

目的

定義

著作物の例示

私的使用のための複製

すること（以下「私的使用」という。）を目的とすると
きは，次に掲げる場合を除き，その使用する者が複製す
ることができる。 
一　公衆の使用に供することを目的として設置されて

いる自動複製機器（複製の機能を有し，これに関する
装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器
をいう。）を用いて複製する場合 

二　技術的保護手段の回避（第二条第一項第二十号に規
定する信号の除去若しくは改変（記録又は送信の方式
の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除
く。）を行うこと又は同号に規定する特定の変換を必
要とするよう変換された著作物，実演，レコード若し
くは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像の
復元（著作権等を有する者の意思に基づいて行われる
ものを除く。）を行うことにより，当該技術的保護手
段によつて防止される行為を可能とし，又は当該技術
的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を
生じないようにすることをいう。第百二十条の二第一
号及び第二号において同じ。）により可能となり，又
はその結果に障害が生じないようになつた複製を，そ
の事実を知りながら行う場合 

三　著作権を侵害する自動公衆送信（国外で行われる自
動公衆送信であつて，国内で行われたとしたならば著
作権の侵害となるべきものを含む。）を受信して行う
デジタル方式の録音又は録画を，その事実を知りなが
ら行う場合 

２　私的使用を目的として，デジタル方式の録音又は録画
の機能を有する機器（放送の業務のための特別の性能そ
の他の私的使用に通常供されない特別の性能を有する
もの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に
附属する機能として録音又は録画の機能を有するもの
を除く。）であつて政令で定めるものにより，当該機器
によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記
録媒体であつて政令で定めるものに録音又は録画を行
う者は，相当な額の補償金を著作権者に支払わなければ
ならない。

第三十二条　公表された著作物は，引用して利用すること
ができる。この場合において，その引用は，公正な慣行
に合致するものであり，かつ，報道，批評，研究その他
の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなけ
ればならない。 

２　国若しくは地方公共団体の機関，独立行政法人又は地
方独立行政法人が一般に周知させることを目的として
作成し，その著作の名義の下に公表する広報資料，調査
統計資料，報告書その他これらに類する著作物は，説明
の材料として新聞紙，雑誌その他の刊行物に転載するこ
とができる。ただし，これを禁止する旨の表示がある場
合は，この限りでない。
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第一条　この法律は，著作物並びに実演，レコード，放送
及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する
権利を定め，これらの文化的所産の公正な利用に留意し
つつ，著作者等の権利の保護を図り，もつて文化の発展
に寄与することを目的とする。

第二条　この法律において，次の各号に掲げる用語の意義
は，当該各号に定めるところによる。 
一　著作物　思想又は感情を創作的に表現したもので

あつて，文芸，学術，美術又は音楽の範囲に属するも
のをいう。 

二　著作者　著作物を創作する者をいう。 

第十条　この法律にいう著作物を例示すると，おおむね次
のとおりである。
一　小説，脚本，論文，講演その他の言語の著作物
二　音楽の著作物
三　舞踊又は無言劇の著作物
四　絵画，版画，彫刻その他の美術の著作物
五　建築の著作物
六　地図又は学術的な性質を有する図面，図表，模型

その他の図形の著作物
七　映画の著作物
八　写真の著作物
九　プログラムの著作物

２　事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は，前項第
一号に掲げる著作物に該当しない。

３　第一項第九号に掲げる著作物に対するこの法律による
保護は，その著作物を作成するために用いるプログラム
言語，規約及び解法に及ばない。この場合において，こ
れらの用語の意義は，次の各号に定めるところによる。
一　プログラム言語　プログラムを表現する手段とし

ての文字その他の記号及びその体系をいう。
二　規約　特定のプログラムにおける前号のプログラ

ム言語の用法についての特別の約束をいう。
三　解法　プログラムにおける電子計算機に対する指

令の組合せの方法をいう。

第三十条　著作権の目的となつている著作物（以下この款
において単に「著作物」という。）は，個人的に又は家
庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用

著作権法
公布 昭和 45 年 5 月 6 日／改正 平成 30 年 7 月 13 日
※著作権法は頻繁に改正されるため，最新の条文はイ
ンターネットなどで確認するとよい。

目的

定義

著作物の例示

私的使用のための複製

すること（以下「私的使用」という。）を目的とすると
きは，次に掲げる場合を除き，その使用する者が複製す
ることができる。 
一　公衆の使用に供することを目的として設置されて

いる自動複製機器（複製の機能を有し，これに関する
装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器
をいう。）を用いて複製する場合 

二　技術的保護手段の回避（第二条第一項第二十号に規
定する信号の除去若しくは改変（記録又は送信の方式
の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除
く。）を行うこと又は同号に規定する特定の変換を必
要とするよう変換された著作物，実演，レコード若し
くは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像の
復元（著作権等を有する者の意思に基づいて行われる
ものを除く。）を行うことにより，当該技術的保護手
段によつて防止される行為を可能とし，又は当該技術
的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を
生じないようにすることをいう。第百二十条の二第一
号及び第二号において同じ。）により可能となり，又
はその結果に障害が生じないようになつた複製を，そ
の事実を知りながら行う場合 

三　著作権を侵害する自動公衆送信（国外で行われる自
動公衆送信であつて，国内で行われたとしたならば著
作権の侵害となるべきものを含む。）を受信して行う
デジタル方式の録音又は録画を，その事実を知りなが
ら行う場合 

２　私的使用を目的として，デジタル方式の録音又は録画
の機能を有する機器（放送の業務のための特別の性能そ
の他の私的使用に通常供されない特別の性能を有する
もの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に
附属する機能として録音又は録画の機能を有するもの
を除く。）であつて政令で定めるものにより，当該機器
によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記
録媒体であつて政令で定めるものに録音又は録画を行
う者は，相当な額の補償金を著作権者に支払わなければ
ならない。

第三十二条　公表された著作物は，引用して利用すること
ができる。この場合において，その引用は，公正な慣行
に合致するものであり，かつ，報道，批評，研究その他
の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなけ
ればならない。 

２　国若しくは地方公共団体の機関，独立行政法人又は地
方独立行政法人が一般に周知させることを目的として
作成し，その著作の名義の下に公表する広報資料，調査
統計資料，報告書その他これらに類する著作物は，説明
の材料として新聞紙，雑誌その他の刊行物に転載するこ
とができる。ただし，これを禁止する旨の表示がある場
合は，この限りでない。
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第五十一条　著作権の存続期間は，著作物の創作の時に始
まる。 

２　著作権は，この節に別段の定めがある場合を除き，著
作者の死後（共同著作物にあつては，最終に死亡した著
作者の死後。）五十年を経過するまでの間，存続する。

第一条　この法律は，不正アクセス行為を禁止するととも
に，これについての罰則及びその再発防止のための都道
府県公安委員会による援助措置等を定めることにより，
電気通信回線を通じて行われる電子計算機に係る犯罪
の防止及びアクセス制御機能により実現される電気通
信に関する秩序の維持を図り，もって高度情報通信社会
の健全な発展に寄与することを目的とする。 

第三条　何人も，不正アクセス行為をしてはならない。 

第四条　何人も，不正アクセス行為（第二条第四項第一号
に該当するものに限る。第六条及び第十二条第二号にお
いて同じ。）の用に供する目的で，アクセス制御機能に
係る他人の識別符号を取得してはならない。

第五条　何人も，業務その他正当な理由による場合を除い
ては，アクセス制御機能に係る他人の識別符号を，当該
アクセス制御機能に係るアクセス管理者及び当該識別
符号に係る利用権者以外の者に提供してはならない。

第六条　何人も，不正アクセス行為の用に供する目的で，
不正に取得されたアクセス制御機能に係る他人の識別
符号を保管してはならない。

第十一条　第三条の規定に違反した者は，三年以下の懲役
又は百万円以下の罰金に処する。

第十二条　次の各号のいずれかに該当する者は，一年以下
の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一　第四条の規定に違反した者
二　第五条の規定に違反して，相手方に不正アクセス行

為の用に供する目的があることの情を知ってアクセ
ス制御機能に係る他人の識別符号を提供した者

三　第六条の規定に違反した者
四　第七条の規定に違反した者
五　第九条第三項の規定に違反した者

第十三条　第五条の規定に違反した者（前条第二号に該当
する者を除く。）は，三十万円以下の罰金に処する。

第一条　この法律は，特定電気通信による情報の流通によ
って権利の侵害があった場合について，特定電気通信役
務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示
を請求する権利につき定めるものとする。 

第四条　特定電気通信による情報の流通によって自己の権
利を侵害されたとする者は，次の各号のいずれにも該当
するときに限り，当該特定電気通信の用に供される特定
電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者（以下「開
示関係役務提供者」という。）に対し，当該開示関係役
務提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報

（氏名，住所その他の侵害情報の発信者の特定に資する
情報であって総務省令で定めるものをいう。以下同じ。）
の開示を請求することができる。 
一　侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者

の権利が侵害されたことが明らかであるとき。 
二　当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害

賠償請求権の行使のために必要である場合その他発
信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき。 

２　開示関係役務提供者は，前項の規定による開示の請求
を受けたときは，当該開示の請求に係る侵害情報の発信
者と連絡することができない場合その他特別の事情が
ある場合を除き，開示するかどうかについて当該発信者
の意見を聴かなければならない。 

3　第一項の規定により発信者情報の開示を受けた者は，
当該発信者情報をみだりに用いて，不当に当該発信者の
名誉又は生活の平穏を害する行為をしてはならない。 

4　開示関係役務提供者は，第一項の規定による開示の請
求に応じないことにより当該開示の請求をした者に生
じた損害については，故意又は重大な過失がある場合で
なければ，賠償の責めに任じない。ただし，当該開示関
係役務提供者が当該開示の請求に係る侵害情報の発信
者である場合は，この限りでない。 

プロバイダ責任制限法
（特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び
発信者情報の開示に関する法律）
公布 平成 13 年 11 月 30 日

不正アクセス禁止法
（不正アクセス行為の禁止等に関する法律）
公布 平成 11 年 8 月 13 日／改正 平成 24 年 3 月 31 日

目的

罰則

趣旨

発信者情報の開示請求等

不正アクセス行為の禁止

不正アクセス行為を助長する行為の禁止

保護期間の原則
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他人の識別符号を不正に取得する行為の禁止

他人の識別符号を不正に保管する行為の禁止
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第五十一条　著作権の存続期間は，著作物の創作の時に始
まる。 

２　著作権は，この節に別段の定めがある場合を除き，著
作者の死後（共同著作物にあつては，最終に死亡した著
作者の死後。）七十年を経過するまでの間，存続する。

第一条　この法律は，不正アクセス行為を禁止するととも
に，これについての罰則及びその再発防止のための都道
府県公安委員会による援助措置等を定めることにより，
電気通信回線を通じて行われる電子計算機に係る犯罪
の防止及びアクセス制御機能により実現される電気通
信に関する秩序の維持を図り，もって高度情報通信社会
の健全な発展に寄与することを目的とする。 

第三条　何人も，不正アクセス行為をしてはならない。 

第四条　何人も，不正アクセス行為（第二条第四項第一号
に該当するものに限る。第六条及び第十二条第二号にお
いて同じ。）の用に供する目的で，アクセス制御機能に
係る他人の識別符号を取得してはならない。

第五条　何人も，業務その他正当な理由による場合を除い
ては，アクセス制御機能に係る他人の識別符号を，当該
アクセス制御機能に係るアクセス管理者及び当該識別
符号に係る利用権者以外の者に提供してはならない。

第六条　何人も，不正アクセス行為の用に供する目的で，
不正に取得されたアクセス制御機能に係る他人の識別
符号を保管してはならない。

第十一条　第三条の規定に違反した者は，三年以下の懲役
又は百万円以下の罰金に処する。

第十二条　次の各号のいずれかに該当する者は，一年以下
の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一　第四条の規定に違反した者
二　第五条の規定に違反して，相手方に不正アクセス行

為の用に供する目的があることの情を知ってアクセ
ス制御機能に係る他人の識別符号を提供した者

三　第六条の規定に違反した者
四　第七条の規定に違反した者
五　第九条第三項の規定に違反した者

第十三条　第五条の規定に違反した者（前条第二号に該当
する者を除く。）は，三十万円以下の罰金に処する。

第一条　この法律は，特定電気通信による情報の流通によ
って権利の侵害があった場合について，特定電気通信役
務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示
を請求する権利につき定めるものとする。 

第四条　特定電気通信による情報の流通によって自己の権
利を侵害されたとする者は，次の各号のいずれにも該当
するときに限り，当該特定電気通信の用に供される特定
電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者（以下「開
示関係役務提供者」という。）に対し，当該開示関係役
務提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報

（氏名，住所その他の侵害情報の発信者の特定に資する
情報であって総務省令で定めるものをいう。以下同じ。）
の開示を請求することができる。 
一　侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者

の権利が侵害されたことが明らかであるとき。 
二　当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害

賠償請求権の行使のために必要である場合その他発
信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき。 

２　開示関係役務提供者は，前項の規定による開示の請求
を受けたときは，当該開示の請求に係る侵害情報の発信
者と連絡することができない場合その他特別の事情が
ある場合を除き，開示するかどうかについて当該発信者
の意見を聴かなければならない。 

3　第一項の規定により発信者情報の開示を受けた者は，
当該発信者情報をみだりに用いて，不当に当該発信者の
名誉又は生活の平穏を害する行為をしてはならない。 

4　開示関係役務提供者は，第一項の規定による開示の請
求に応じないことにより当該開示の請求をした者に生
じた損害については，故意又は重大な過失がある場合で
なければ，賠償の責めに任じない。ただし，当該開示関
係役務提供者が当該開示の請求に係る侵害情報の発信
者である場合は，この限りでない。 

プロバイダ責任制限法
（特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び
発信者情報の開示に関する法律）
公布 平成 13 年 11 月 30 日

不正アクセス禁止法
（不正アクセス行為の禁止等に関する法律）
公布 平成 11 年 8 月 13 日／改正 平成 24 年 3 月 31 日
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